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日
本
国
内
に
住
む
す
べ
て
の
人

は
、
20
歳
に
な
っ
た
と
き
か
ら
国

民
年
金
の
被
保
険
者
と
な
り
、
保

険
料
の
納
付
が
義
務
付
け
ら
れ
ま

す
が
、
学
生
に
つ
い
て
は
、
申
請

に
よ
っ
て
在
学
中
の
保
険
料
納
付

を
猶
予
す
る「
学
生
納
付
特
例
制

度
」が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

国
民
年
金
の
保
険
料
が
未
納
に

な
っ
て
い
る
と
、
万
一
、
病
気
や

け
が
で
重
い
障
が
い
が
残
っ
た
と

き
に
障
害
基
礎
年
金
が
受
け
取
れ

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
学
生

納
付
特
例
が
承
認
さ
れ
た
期
間
は

障
害
年
金
の
受
給
資
格
要
件
に
含

ま
れ
ま
す
。
学
生
で
あ
っ
て
所
得

が
少
な
く
、
保
険
料
の
納
付
が
困

難
な
場
合
は
、
学
生
納
付
特
例
を

申
請
し
ま
し
ょ
う
。

◆
対
象
と
な
る
学
生

　

大
学（
大
学
院
）、
短
期
大
学
、

高
等
学
校
、
専
修
学
校
お
よ
び
各

種
学
校
な
ど
に
在
学
す
る
方
の
う

ち
、
本
人
の
所
得
が
一
定
以
下
の

方◆
特
例
対
象
期
間

　

４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の
１

年
間
。
年
度
の
途
中
に
20
歳
を
迎

え
る
方
は
、
誕
生
日
の
前
日
の
属

す
る
月
か
ら
と
な
り
ま
す
。

◆
手
続
き

　

役
場
窓
口
に
備
え
付
け
の
申
請

書
ま
た
は
年
金
事
務
所
か
ら
送
付

さ
れ
た
申
請
書
に
、
必
要
事
項
を

記
入
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
に
は
、
平
成
24
年
度
有
効

の
学
生
証
の
写
し（
ま
た
は
在
学

証
明
書
）の
添
付
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

　

年
度
の
途
中
に
20
歳
を
迎
え
る

方
は
、
年
金
事
務
所
か
ら
送
付
さ

れ
る「
資
格
取
得
届
」と
併
せ
て
、

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
注
意
事
項

▽
特
例
の
承
認
を
受
け
て
か
ら
10

　

年
以
内
の
期
間
は
、
さ
か
の

　

ぼ
っ
て
保
険
料
を
納
付
す
る
こ

と（
追
納
）が
で
き
ま
す
。
た
だ

し
承
認
を
受
け
た
期
間
か
ら
３

年
度
以
降
に
追
納
す
る
場
合

は
、
加
算
額
が
加
わ
り
ま
す
。

▽
特
例
の
承
認
を
受
け
た
期
間　

　

は
、
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に

　

は
含
ま
れ
ま
す
が
、
保
険
料
を

　

追
納
し
な
け
れ
ば
、
年
金
額
に

　

は
反
映
し
ま
せ
ん
。

▽
保
険
料
を
追
納
す
る
場
合
は
、

納
付
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

基
礎
年
金
番
号
が
確
認
で
き
る

書
類（
年
金
手
帳
な
ど
）を
ご
準

備
の
上
、
役
場
窓
口
に
て
手
続

き
く
だ
さ
い
。

▽
毎
年
度
申
請
が
必
要
と
な
り
ま

　

す
が
、
毎
年
２
月
下
旬
ま
で
に

　

納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た
方

　

で
、
引
き
続
き
在
学
予
定
で
あ

　

る
方
に
は
、
は
が
き
形
式
の
申

　

請
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、

　

手
続
き
く
だ
さ
い
。
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公
立
小
野
町
地
方
綜
合
病
院
か
ら

◎「
救
命
救
急
講
習
会
」を
開
催

　

福
島
県
立
医
科
大
学
附
属
病
院
救
命
救
急
セ

ン
タ
ー
副
部
長
の
池
上
之
浩
先
生
を
講
師
に
招

い
た
救
命
救
急
講
習
会
を
２
月
14
日
、
当
病
院

で
開
き
、
病
院
職
員
と
近
隣
の
介
護
施
設
職
員

合
わ
せ
て
約
60
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

講
習
会
で
は
、
は
じ
め
に
池
上
先
生
か
ら
心

臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど
の
心
肺
蘇
生
法
の
注
意

点
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）
の
使

用
方
法
や
注
意
事
項
に
つ
い
て
の
講
義
を
受

け
、
そ
の
後
、
参
加
者
が
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、

実
際
に
模
型
を
使
い
な
が
ら
心
肺
蘇
生
や
Ａ
Ｅ

Ｄ
の
演
習
を
行
い
ま
し
た
。

　

救
命
救
急
措
置
は
、
一
刻
を
争
う
も
の
で
あ

る
た
め
、
実
際
に
そ
の
場
面
に
遭
遇
し
た
際
に

は
、
落
ち
着
い
て
素
早
く
行
動
で
き
る
よ
う
、

今
後
も
研
修
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

講習会の様子


